
相模原市・藤野町合併協議会、相模原市・城山町合併協議会�

報 告 事 項 報　告　事　項　１１ 

　次の規約・規程について、報告し、
承認されました。
報告第１号　協議会規約について
報告第２号　幹事会規程について
報告第３号　専門部会規程について
報告第４号　事務局規程について
報告第５号　財務規程について
報告第６号　会議運営規程について
報告第７号　会議傍聴規程について

協 議 事 項　 協　議　事　項 　

　　　　　　　　　　　　　　　　
協議第１号　平成１８年度事業計画について

　　　　　　　　　　　　　　　　
→原案のとおり決定
１　会議の開催
　　相模原市及び城山町の合併に
関する協議等を行うため、合併
協議会の会議を開催する。

２　合併市町村基本計画の作成
　　合併後の新市の円滑な運営の
確保及び均衡ある発展を図るた
めの基本方針及び事業に関する
事項並びに財政計画等を作成す
る。

３　行政制度等の調整方針の協議
　　主要な行政制度等について、
合併協定項目として調整方針を
協議する。

４　合併協定書の調印
　　合併市町村基本計画の作成及
び行政制度等の調整方針の協議
に基づいて、合併協定書の調印
を行う。

５　広報の実施
　　合併協議会だよりの発行及び
ホームページの開設等による情
報提供、意見の募集を行う。

　　　　　　　　　　　　　　　　
協議第２号　平成１８年度予算について

　　　　　　　　　　　　　　　　
→原案のとおり決定

　　　　　　　　　　　　　　　　
協議第３号　合併協定項目について

　　　　　　　　　　　　　　　　
→原案のとおり決定
１　合併の方式
２　合併の期日
３　新市の名称
４　新市の事務所の位置
５　議会議員の定数及び任期の取扱い
６　農業委員会委員の定数及び任
　　期の取扱い
７　特別職の身分の取扱い
８　一般職の職員の身分の取扱い
９　財産の取扱い
１０　条例、規則等の取扱い
１１　事務組織及び機構の取扱い
１２　行政連絡機構の取扱い
１３　慣行の取扱い
１４　公共的団体等の取扱い
１５　町名・字名の取扱い
１６　土地利用の取扱い
１７　上下水道事業の取扱い
１８　地方税の取扱い
１９　国民健康保険事業の取扱い
２０　介護保険事業の取扱い
２１　保健衛生事業の取扱い
２２　使用料、手数料の取扱い
２３　補助金、交付金等の取扱い
２４　一部事務組合等の取扱い

２５　消防団の取扱い
２６　防災事業の取扱い
２７　地域自治区等の設置及び都市内分権
２８　各種事務事業の取扱い
２９　合併市町村基本計画

　　　　　　　　　　　　　　　　
協議第４号　合併の方式について

　　　　　　　　　　　　　　　　
→原案のとおり決定
　合併の方式は、城山町を廃し、そ
の区域を相模原市に編入する編入合
併とする。
　なお、各市町の文化や伝統を尊重
し、地域の個性と特色を活かしたま
ちづくりを進める。

　　　　　　　　　　　　　　　　
協議第５号　事務事業一元化の基本
方針について

　　　　　　　　　　　　　　　　
→原案のとおり決定
１　基本原則
（１）一体性の確保
　　新市に移行する際、住民の生
活に支障をきたさないようでき
るだけ早く一体性を確保できる
よう調整する。ただし、従来の
経緯や財政への影響を勘案し、
早期に統一できないものについ
ては、段階的に調整する。

（２）住民福祉の向上
　　現在、各市町で行っている各
種行政サービスについては、住
民とのパートナーシップの観点
からサービス水準や内容を十分
検討し、より効果的な方法で住
民福祉の向上が図られるよう調
整に努める。

（３）負担の公平
　　使用料・手数料や地方税など
住民が直接負担するものについ
ては、その料金や税率について
負担公平の原則に立ち、住民に
不公平感を与えないよう十分配
慮し、調整に努める。

（４）健全な財政運営
　　新市の財源確保に努めるとと
もに、効率的な財政運営を目指
し、地方分権の時代に対応した
健全財政に努める。

（５）行政改革の推進
　　事務事業の調整を図る際には、
社会情勢の動向も踏まえ、事業
の妥当性・必要性についても十
分検討を行い、行政改革を推進
する観点から、事務事業の見直

しに努める。
（６）地域特性の尊重
　　各市町が実施してきた事業の
うち、それぞれの地域性やこれ
までの経緯の中で行われてきた
事業等については、それぞれの
地域が有する特性を活かした魅
力あるまちづくりの実現に向け、
地域特性の尊重に努める。

２　調整方針
（１）新市における住民福祉の向上

に向け、基本原則に基づき、相
模原市の制度を基準に統一・調
整を図る。

（２）関係市町の制度のうち、地域
特性を有するもの、合併後ただ
ちに統一・実施することで、住
民生活等に大きな影響を与える
ものについては、経過措置の設
定等、円滑な移行に向けた調整
を図る。

　　　　　　　　　　　　　　　　
協議第６号　合併の期日について

　　　　　　　　　　　　　　　　
→原案のとおり決定
　合併の期日は、平成１９年３月１１日
とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　
協議第７号　新市の名称について

　　　　　　　　　　　　　　　　
→原案のとおり決定
　新市の名称は、相模原市とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　
協議第８号　新市の事務所の位置について

　　　　　　　　　　　　　　　　
→原案のとおり決定
　新市の事務所の位置は、相模原市
中央２丁目１１番１５号（現在の相模原
市役所の位置）とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　
協議第９号　議会議員の定数及び任
期の取扱いについて

　　　　　　　　　　　　　　　　
→原案のとおり決定
　議会議員の定数及び任期について
は、市町村の合併の特例等に関する
法律（平成１６年法律第５９号）第８条
第２項、第３項、第５項及び第６項
の規定を適用し、相模原市の議会議
員の残任期間及び合併後最初に行わ
れる一般選挙により選出される議会
議員の任期に相当する期間に限り、
編入される城山町に設けられる選挙
区の議会議員の定数は、２人とする。

平成１８年度予算　　　　　（単位：千円）
金　額項款歳　

入
４０，０００１　負担金１　負担金
４０，０００歳　入　合　計

金　額項款

歳　

出

３６，０３０１　事業推進費１　事業費
 ３，５３０１　事務局費２　総務費
　 ４４０１　予備費３　予備費
４０，０００歳　出　合　計

（２面に続く）

　４月２４日（月）午後１時３０分から、けやき会館５階大樹の間にお

いて、第１回相模原市・城山町合併協議会が開催され、合併の期日、

新市の名称など３２の協議事項について協議が行われ、提案された協

議事項はすべて原案どおり決定されました。

　議事等の内容については次のとおりです。

第２回相模原市・城山町合併協議会を開催
　５月９日（火）に第２回合併協議会が開催され、相模原市・城山町合併市町村
基本計画について協議がされました。現在、計画の素案に対して、住民の皆様か
らご意見を募集しておりますので、その結果を踏まえて、次回協議会で継続して
協議することとなりました。詳しくは次号（６月１５日発行予定）でお知らせいた
します。

第1回相模原市・城山町�
 合併協議会の協議結果について�
第1回相模原市・城山町�
 合併協議会の協議結果について�


